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ハ　改めて職場におけるセクシュアルハラス 

　メントに関する方針を周知・啓発する等の再 

　発防止に向けた措置を講ずること 

④　①から③までの措置と併せて講ずべき措置 
イ　職場におけるセクシュアルハラスメント 

　に係る相談者・行為者等の情報は当該相談 

　者・行為者等のプライバシーに属するもので 

　あることから、相談への対応又は当該セクシ 

　ュアルハラスメントに係る事後の対応に当 

　たっては、相談者・行為者等のプライバシー 

　を保護するために必要な措置を講ずるとと 

　もに、その旨を労働者に対して周知すること 

ロ　労働者が職場におけるセクシュアルハラ 

　スメントに関し相談をしたこと又は事実関 

　係の確認に協力したこと等を理由として、不 

　利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、 

　労働者に周知・啓発すること 

■母性健康管理措置 

（注） 

　　この規定は、派遣先の事業主にも適用されます。 
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